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法 務 職（弁護士） 

（正規職員・任期付職員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次試験 

［個別面接］日程 

１０月２９日（土）～ 

１０月３０日（日）のいずれか 1 日 

２次試験 

［個別面接］日程 
１１月下旬 

２ ０ ２ ２ 年 度 実 施 

明 石 市 職 員 採 用 試 験 案 内 

受付期間／８月５日（金）～１０月５日（水） 
                  １７：００まで 

申込みはＷｅｂで↓ 

 

現在、明石市では、１１人の弁護士職員が、様々な部署に配属さ

れ、高度で専門的な知識、経験、能力を存分に発揮し、こども、高

齢者、障害者等の支援のほか、ひきこもり、LGBTQ+やジェンダ

ーといった重要課題においても、市民ニーズに沿った全国初の新

規施策の推進等、数多くの実績を挙げています。 

今後、さらに市民一人ひとりに寄り添い、「すべての人にやさし

いまちづくり」を実現していくため、明石市のために働く意欲を

持った弁護士職員を募集します。 
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１ 募集内容 

※１ 任期付職員の任期については、最長５年を基本としますが、合格者と相談の上、決定します。また、任

期満了後（任期中を含む）、改めて採用試験に合格すれば、再度の任用が可能となります。 

※２  正規職員と任期付職員を併願することができます。試験内容は、正規職員、任期付職員ともに同じで

す。 

※３ 弁護士法第７条（弁護士の欠格事由）に該当する人は受験できません。 

※４ 外国人の受験資格については、永住許可を受けている人に限ります。 

※５ 最終合格発表後、弁護士資格を喪失した場合、弁護士名簿から登録を抹消された場合及び申込書の記載

事項等に不正があった場合には、合格を取り消します。 

 

 

２ 職務内容 

各分野における経験や実績、本人の希望を踏まえ、以下の業務の中から担当する業務を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 
採用予定

人数 
身分 受 験 資 格 

法務職 

(弁護士) 
３名程度 

正規職員 

次の①、②のいずれにも該当する人 

① 弁護士資格を有し、２０２２年４月１日現在で、

弁護士として実務経験を満２年以上有する人 

②【正規職員】 

  １９７２年（昭和４７年）４月２日以降に生まれ

た人（２０２３年４月１日時点で５０歳以下） 

 【任期付職員】 

  １９６２年（昭和３７年）４月２日以降に生まれ

た人（２０２３年４月１日時点で６０歳以下） 

任期付職員 

(任期:５年以内) 

① 高齢者・障害者総合支援（成年後見、権利擁護、障害者差別解消など） 

② 女性活躍推進（ＤＶ・ストーカー対策、男女共同参画など） 

③ 消費生活対策（相談対応、被害防止、被害救済など） 

④ こども総合支援（スクール・ロイヤー、児童虐待防止、こども養育支援など） 

⑤ 犯罪被害者等支援（相談対応、支援策の検討など） 

⑥ 更生支援（継続的支援のコーディネート、関係機関とのネットワーク構築など） 

⑦ 市民法律相談（市役所等での相談、社会福祉士らと共に自宅に伺う訪問相談など） 

⑧ 空き家対策等（空き家条例に基づく対応、庁内業務関連法律相談など） 

⑨ 民事介入暴力対策（ハードクレームへの直接対応など） 

⑩ 争訟等対応（訴訟等対応、債権管理・回収、コンプライアンスの推進など） など 

Akashi City 
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３ 採用 

  

最終合格者は、健康診断を行い、勤務に支障がないと認めたときに、２０２３年１月から２０２３年４月１

日までに採用となります。採用日は、合格者と相談のうえ、決定します。なお、採用後６月間は、地方公務員法

第２２条の規定に基づき条件付採用とし、その間職務を良好な成績で遂行した時に、正式採用とします。 

 また、合格者の辞退等に備え、合格基準を満たした方を、補欠合格とする場合があります。補欠合格の有効

期限は、２０２３年３月３１日までとします。 

 

 

４ 試験日・場所・試験科目 

（1）１次試験 

日 程 試験科目 内 容 等 

１０月２９日（土） 

  ～ ３０日（日） 

のいずれか１日 

面  接 

【１００点】 

個別面接を行います。【原則、対面（※６）】 

場所:明石市役所 

※６ １次試験［個別面接］では、「原則、対面」を予定していますが、受験者の負担軽減、採用試験の効率化

などの観点からオンライン面接を実施する場合があります。オンライン面接の実施可否（インターネッ

トの接続環境など）を、申込時に確認します（受験者のオンライン面接の希望を伺うものではありませ

ん）。 

 

（2）２次試験 ＜１次試験合格者に対してのみ２次試験を実施します＞ 

日 程 試験科目 内 容 等 

１１月下旬 
面  接 

【１００点】 

個別面接を行います。【対面】 

場所:明石市役所 

※７ 上記とは別に、適性検査を行い、面接試験の参考資料とします。 

 

 

※８ １次試験の点数は、１次合格決定後リセットされ、最終合格者は、２次試験の結果に基づき決定します。 

※９ 試験結果については、１次試験及び、２次試験のいずれにおいても、合格者の受験番号を市ホームペー

ジに掲載するとともに、メール等で通知します。 

※10 結果の発表時期は、１次試験は１１月上旬、２次試験は１２月中旬を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染防止の観点から、３密（密閉空間・密集場所・密接場面）を回避するため、試

験日及び試験科目を変更する場合があります。緊急時の連絡にメールを使用することがありますので、

定期的なメールの確認をお願いします。 
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５ 処遇、勤務条件等 

■ 役 職  原則、弁護士としての実務経験年数、実績等に応じて、格付けします。 

■ 初任給 給与条例に基づき、実務経験や学歴、採用時の格付けなどに応じて決定します。 

＜例＞ ※ 給料月額及び年収は、２０２２年４月１日現在のものです。 

役職（実務経験） 課長級（実務経験３年以上） 係長級（実務経験３年未満） 

正 規 職 員 
給料月額 約４７万円 

［年収 約７５７万円］ 

給料月額 約３６万円 

［年収 約５９０万円］ 

任期付職員 
給料月額 約５０万円 

［年収 約８１３万円］ 

給料月額 約４１万円 

［年収 約６７８万円］ 

※11 上記給与月額には、地域手当及び管理職手当（課長級のみ）を含み、年収には、期末・勤勉手当（賞与）

を含みます。いずれも税及び社会保険料を控除する前のものです。なお、係長級には管理職手当の支給は

ありません。 

※12 上記年収は、賞与が満額支給された場合の金額となります。賞与は在職期間に応じて支給されるため、

採用１年目の年収は上記金額よりも少なくなります。 

※13 上記の金額については、給与改定等を受けて変更されることがあります。 

■ 手 当  本市条例に基づき、地域手当、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手

当（賞与）及び退職手当等を支給します。なお、係長級には、管理職手当に替えて、時間外・

休日勤務手当を支給します。 

■ 勤務時間・休暇等 

勤 務 時 間 ８：５５～１７：４０（ただし、配属先により異なる） 

週 休 日 等 土・日曜日、祝日、年末年始（ただし、配属先により異なる） 

休     暇 年次有給休暇２０日、夏季休暇６日、育児参加休暇、産前産後休暇等 

そ の 他 育児短時間勤務、育児休業、部分休業、配偶者同行休業等の制度あり 

■ 福祉厚生  年金・健康保険等は、兵庫県市町村職員共済組合に加入します。 

毎年健康診断を実施するとともに、人間ドック受診の助成等を行います。 

■ そ の 他  弁護士会の会費等は、自己負担となります。 

６ 申込手続 

申込方法 

パソコン、又は、スマートフォンなどで、市ホームページの「明石市職員採用試験受験申

込み」から応募してください。 

★ 申込みはＷｅｂのみとなります。持参、郵送での受付は行いません。 

★ 別紙、「明石市職員採用試験（法務職）の流れ」も参考にしてください。 

受付期間 

２０２２年８月５日（金）９：００から、１０月５日（水）１７：００まで 

★ １０月５日（水）１７：００の時点でエントリーを完了している必要があります。 

★ いかなる理由でも、受付期間を過ぎてのエントリーはできませんので、ご注意ください。 

 

 【問合せ先】 明石市総務局職員室   〒673-8686 明石市中崎 1 丁目５番１号 

TEL：078-918-5006  FAX：078-918-5145 

HP：https://www.city.akashi.lg.jp/  Mail：jinji@city.akashi.lg.jp 


